
令和７年度園児募集
問  教育委員会 幼児教育係 ⑲⑳番窓口  ℡63-1111

★施設一覧表（土曜日は希望保育です。）
運営 施設名 対象児童の年齢 開園時間（曜日） 所在地 電話番号

町立
ゆあさこども園 ６ヶ月児～５歳児 7時～19時㊊～㊎

7時30分～17時 30分㊏ 青木275-1 63-4153

たむらこども園 １歳児～５歳児 8時～18時㊊～㊎ 田558-6 63-3050

私立
ひまわり保育園 ３ヶ月児～５歳児 7時～19時㊊～㊏

休日保育あり 青木564-1 62-4997

認定こども園湯浅幼稚園 ２歳児～５歳児 8時～18時㊊～㊎
8時～11時 30分（第1.3.5㊏） 湯浅785 62-5666

◎令和７年度保育園等入園申込書の配布および受付について
　湯浅町にお住まいの方で、令和７年４月以降に上記一覧表の施設、湯浅町外の認可保育所などの利用を希望される方は、申込手
続きを行ってください。※湯浅幼稚園は、保育認定希望者のみ、この手続きが必要です。

○認定要件
施設を利用するには、下記のいずれかの認定が必要です。
・保育認定：保護者が就労もしくは出産、疾病などの理由により、家庭において十分に児童の保育をすることができないと認め

られる場合は施設の利用が可能。
　・教育認定（３～５歳児のみ）：保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能。
○申込書配布 
　９月17日㊋から上記一覧表の各施設または教育委員会幼児
教育係にて配布いたします。

○申込受付
　期間／10月7日㊊～10月 11日㊎
　場所／教育委員会　幼児教育係（新規申込み児童、広域

入園児童、転園希望児童等）
※現在町内の施設を利用中で、引き続き入園を希望する
　児童は、施設より配布しますので施設に提出してください。

★ご注意ください！
○現在妊娠中で、産後、令和７年度中に確実に復職される場合は、出生前でも入園申込が可能です。
○入園希望者が多数で、全員が希望する園等への入園が困難な場合は、入園選考をさせていただきます。
その結果、入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

○対象となる児童の生年月日
５歳児 平成31年４月２日～令和２年４月１日生
４歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日生
３歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日生
２歳児 令和４年４月２日～令和５年４月１日生
１歳児 令和５年４月２日～令和６年４月１日生
０歳児 令和６年４月２日生～

問  住民生活課 税務係 ①②番窓口  ℡64-1106
 調整給付金とは？　
◦納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族１人につき、４万円（令和６年分の所得税から３万円・令和

６年度分の個人住民税所得割から１万円）の「定額減税」が行われています。

◦その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を１万円単位に
切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

 給付金の支給手続き　
◦対象者の方には湯浅町から「確認書」を郵送しています。
◦給付金を受け取るには、下記提出期限までに「確認書」の返信が必要です。
　（提出期限：10 月 31 日㊍）
◦「確認書」の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等（運転免許証やマイナン

バーカードの写し）と一緒にご返信ください。

◦ご返信いただいた方から順次審査し、給付金を口座振込いたします。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金（調整給付金）のご案内

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

7 令和６年９月


